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○

保
険
会
社
の
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
等
及
び
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
相
当
す
る
額
の
計
算
方
法
等
を
定
め
る
件
（
平
成
八
年
大
蔵
省
告
示
第
五
十
号
）

改

正

案

現

行

（
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
等
の
計
算
）

（
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
等
の
計
算
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
（
特
定
負
債
性
資
本
調
達
手
段
を
除

５

前
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
（
特
定
負
債
性
資
本
調
達
手
段
を
除

く
。
）
の
合
計
額
が
、
算
入
限
度
額
（
繰
延
税
金
資
産
算
入
基
準
額
か
ら
不
算

く
。
）
の
合
計
額
が
、
算
入
限
度
額
（
繰
延
税
金
資
産
算
入
基
準
額
か
ら
不
算

入
額
を
控
除
し
た
残
額
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
第
一
項
第

入
額
を
控
除
し
た
残
額
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
額
及
び
再
保
険
契
約
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る

三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
残
額
（
以
下
「
中
核
的
支
払
余
力
」
と
い
う
。

も
の
を
い
い
、
規
則
第
七
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
保
険
に
係
る
も
の
を

）
を
超
過
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
第
八
十
六
条

除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
一
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
未
償
却
出

第
一
項
第
七
号
、
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
百
九
十
条
第
一
項
第

再
手
数
料
（
保
険
会
社
が
受
再
保
険
会
社
（
再
保
険
を
引
き
受
け
る
保
険
会
社

七
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
も
の
の
額
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

又
は
外
国
保
険
業
者
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
業
者
を
い
い

額
か
ら
当
該
超
過
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

、
外
国
保
険
会
社
等
及
び
引
受
社
員
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

第
一
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
収
受
し
た
手
数
料
の
う
ち
、
当
該
再
保

険
契
約
に
よ
り
再
保
険
に
付
し
た
部
分
に
係
る
将
来
の
収
益
又
は
利
益
か
ら
受

再
保
険
会
社
に
支
払
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
一
条
の
三
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
残
高
を
控
除
し
た
残
額
（
以
下
「
中
核
的
支
払
余
力
」
と
い
う

。
）
を
超
過
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
第
八
十
六

条
第
一
項
第
七
号
、
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
百
九
十
条
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
も
の
の
額
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
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る
額
か
ら
当
該
超
過
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一

未
償
却
出
再
手
数
料
及
び
こ
れ
に
附
帯
し
て
保
険
会
社
が
支
弁
す
る
費
用

（
新
設
）

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
受
再
保
険
会
社
に
将
来
支
払
う
こ
と
を
約
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

保
険
会
社
が
、
元
受
保
険
契
約
（
保
険
会
社
が
引
き
受
け
る
保
険
契
約
を

（
新
設
）

い
う
。
）
に
係
る
リ
ス
ク
の
う
ち
、
当
該
再
保
険
に
付
さ
れ
た
部
分
に
係
る

リ
ス
ク
の
一
部
を
移
転
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
元
受
保
険
契
約
の
リ
ス
ク

の
全
部
を
出
再
割
合
に
応
じ
て
移
転
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

６
～

（
略
）

６
～

（
略
）

10

10

（
控
除
項
目
）

（
新
設
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
三

受
再
保
険
会
社
が
一
方
的
に
解
約
で
き
る
旨
（
保
険
会
社
の
再
保

（
新
設
）

険
料
の
不
払
い
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
再
保
険
契
約
に

お
け
る
法
第
百
三
十
条
第
一
号
、
第
二
百
二
条
第
一
号
又
は
第
二
百
二
十
八
条

第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
再
保
険
契
約
に
係
る
未
償

却
出
再
手
数
料
の
残
高
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
十
六

別
表
第
十
六

（表
略

）

（表
略

）
備
考

備
考

１
損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は

家
計
地
震
保
険
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任

・
損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は

家
計
地
震
保
険
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責

．
、

、
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保
険
に
係
る
額
を
除
く

任
保
険
に
係
る
額
を
除
く

。
。

２
第
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
除
く

．
。
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○

保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
及
び
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
相
当
す
る
額
の
計
算
方
法
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
三
年
金
融
庁

告
示
第
二
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
等
の
計
算
）

（
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
等
の
計
算
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
（
特
定
負
債
性
資
本
調
達
手
段
を
除

５

前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
（
特
定
負
債
性
資
本
調
達
手
段
を
除

く
。
）
の
合
計
額
が
、
保
険
会
社
又
は
保
険
持
株
会
社
の
連
結
中
核
的
支
払
余

く
。
）
の
合
計
額
が
、
保
険
会
社
又
は
保
険
持
株
会
社
の
連
結
中
核
的
支
払
余

力
（
算
入
限
度
額
（
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
不
算
入
額
を
控
除
し
た
残

力
（
算
入
限
度
額
（
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
不
算
入
額
を
控
除
し
た
残

額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
残
額
が
零
未
満
と
な
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。

額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
残
額
が
零
未
満
と
な
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。

第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
再

第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

保
険
契
約
（
単
体
告
示
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
再
保
険
契
約
を
い
う
。
第

た
残
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
残
額
が
零
未
満
と
な
る
場
合
に
は
、
零
と
す

三
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
未
償
却
出
再
手
数
料
（
同
項
に
規
定
す

る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
単
体
中
核
的
支
払
余
力
（
保
険
会
社
及

る
未
償
却
出
再
手
数
料
を
い
う
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
残
高
（
保
険
会

び
そ
の
連
結
保
険
子
法
人
等
又
は
保
険
持
株
会
社
の
連
結
保
険
子
法
人
等
に
係

社
及
び
そ
の
国
内
連
結
保
険
子
法
人
等
又
は
保
険
持
株
会
社
の
国
内
連
結
保
険

る
中
核
的
支
払
余
力
（
単
体
告
示
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中
核
的
支
払
余

子
法
人
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
控
除
し
た
残
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当

力
を
い
う
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
い
ず

該
残
額
が
零
未
満
と
な
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。

れ
か
小
さ
い
額
を
超
過
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則

）
又
は
単
体
中
核
的
支
払
余
力
（
保
険
会
社
及
び
そ
の
連
結
保
険
子
法
人
等
又

第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
第
九
号
又
は
第
二
百
十
条
の
十
一
の
三
第
一
項
第
九

は
保
険
持
株
会
社
の
連
結
保
険
子
法
人
等
に
係
る
中
核
的
支
払
余
力
（
単
体
告

号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
も
の
の
額
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額

示
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中
核
的
支
払
余
力
を
い
う
。
）
の
合
計
額
を
い

の
合
計
額
か
ら
当
該
超
過
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

う
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
を
超
過
す
る
場
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合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
第
九

号
又
は
第
二
百
十
条
の
十
一
の
三
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の

定
め
る
も
の
の
額
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
超
過
す
る

額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

６
～

（
略
）

６
～

（
略
）

10

10

（
控
除
項
目
）

（
控
除
項
目
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条
の
二

受
再
保
険
会
社
（
再
保
険
を
引
き
受
け
る
保
険
会
社
又
は
外
国
保

（
新
設
）

険
業
者
を
い
う
。
）
が
一
方
的
に
解
約
で
き
る
旨
（
保
険
会
社
の
再
保
険
料
の

不
払
い
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
再
保
険
契
約
に
お
け
る

法
第
百
三
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
保
険
会
社
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す

る
た
め
の
基
準
と
し
て
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る

か
ど
う
か
の
基
準
を
定
め
る
た
め
に
用
い
る
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に

係
る
額
に
限
る
。
）
又
は
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
八
の
二
第
一
号
に
掲
げ

る
額
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
再
保
険
契
約
に
係
る
未
償
却
出
再
手
数
料

の
残
高
（
保
険
会
社
及
び
そ
の
国
内
連
結
保
険
子
法
人
等
又
は
保
険
持
株
会
社

の
国
内
連
結
保
険
子
法
人
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
控
除
す
る
も
の
と
す

る
。

別
表
第
二
十
二

別
表
第
二
十
二
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（表
略

）

（表
略

）

備
考

備
考

１
家
計
地
震
保
険
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
に
係
る
再
保
険
貸
の
額
を

１
家
計
地
震
保
険
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
に
係
る
再
保
険
貸
の
額
を

除
く

除
く

。
。

２
リ
ス
ク
対
象
金
額
の
う
ち

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ

２
リ
ス
ク
対
象
金
額
の
う
ち

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ

、
、

る
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

リ
ス
ク
対
象
金
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で

る
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

リ
ス
ク
対
象
金
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で

、
、

き
る

き
る

。
。

３
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
除
く

（新
設

）

。


